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                   相続登記の義務化 2024年4月1日施行 

                

              

              
            

          
        

      

      
        
          
            
              
                
                  
                    
                      
                        
                          ［不動産の名義変更］
                          相続登記お任せプラン
                        
                      

                    

                  
                  
                    
                      
                        
                          	
                              
                                
                                  
                                    登記のみ
プラン
                                  

                                  
                                    
                                      9万8,000円

                                      (税込10万7,800円・実費別)

                                    

                                  

                                  
                                    
                                      戸籍等の収集はご自身で行って費用を節約したいという方へ

                                    

                                  

                                

                              

                            
	
                              
                                
                                  
                                    収集あり
プラン
                                  

                                  
                                    
                                      12万8,000円

                                      (税込14万800円・実費別)

                                    

                                  

                                  
                                    
                                      面倒で大変な戸籍等の収集もお任せしたいという方へ

                                    

                                  

                                

                              

                            
	
                              
                                
                                  
                                    一覧図取得あり
プラン
                                  

                                  
                                    
                                      13万8,000円

                                      (税込15万1,800円・実費別)

                                    

                                  

                                  
                                    
                                      各種相続手続きが楽になる法定相続情報一覧図の取得もお任せしたいという方へ

                                    

                                  

                                

                              

                            


                        

                      

                      
                        
                          
                            プラン比較早見表
                          

                          	 	登記のみ
プラン
                                  
                                	収集あり
プラン
                                  
                                	一覧図
取得あり
プラン
                                  
                                
	
                                  1
                                  戸籍等の収集 (相続人の調査・確定)

                                  注：印鑑証明書の収集は含まれておりません

                                	[image: ×]	[image: 〇]	[image: 〇]
	
                                  2
                                  法定相続情報一覧図の取得

                                  (10通取得いたします)

                                	[image: ×]	[image: ×]	[image: 〇]
	
                                  3
                                  不動産の名寄帳・評価証明書の取得

                                	[image: 〇]	[image: 〇]	[image: 〇]
	
                                  4
                                  相続登記 (不動産の名義変更)

                                  注：登録免許税が別途発生いたします

                                	[image: 〇]	[image: 〇]	[image: 〇]
	
                                  5
                                  相続した不動産の売却サポート

                                	[image: 〇]	[image: 〇]	[image: 〇]


                        

                      

                      
                        
                          
                            下記に該当する場合は、御見積書にてご提示した料金が加算されます
                          

                          
                            
                              	①管轄加算 (管轄法務局が2か所以上になる場合)
	②評価額加算 (固定資産税評価額が1億円を超える場合)
	③個数加算 (不動産の数が10個を超える場合)
	④取得者数加算 (複数の相続人が不動産を取得する場合)


                              	⑤難易度加算
                                  	相続不動産以外も遺産分割協議書に記載する場合
	兄弟姉妹や甥姪が相続人の場合
	連絡の取れない相続人がいる場合
	相続登記が終わらないうちに新たな相続が発生した場合
	海外が関係する場合
                                      など
                                    


                                


                            

                          

                        

                      

                      
                        
                          
                            相続した不動産は売却されますか？
                          

                          
                            不動産のご売却も、司法書士、不動産会社、税理士がワンストップで対応します！

                          

                          	
                              
                                
                                  [image: ]

                                  
                                    売却ケース01
                                  

                                  
                                    
                                      空き家または空き地を相続した場合

                                    

                                  

                                

                              

                            
	
                              
                                
                                  [image: ]

                                  
                                    売却ケース02
                                  

                                  
                                    
                                      相続税の納税資金が足りない場合

                                    

                                  

                                

                              

                            
	
                              
                                
                                  [image: ]

                                  
                                    売却ケース03
                                  

                                  
                                    
                                      売却代金を相続人で分ける必要がある場合

                                    

                                  

                                

                              

                            


                        

                      

                      
                        
                          
                            相続した不動産をご売却する場合の流れ
                          

                          
                            チェスターグループのワンストップサービス

                            [image: ]

                          

                          	
                              
                                
                                  
                                    不動産の名義変更
                                  

                                  
                                    
                                      STEP 1

                                      
                                        [image: ]

                                      

                                      相続登記を司法書士法人チェスターが担当いたします。

                                    

                                  

                                  
                                    [image: 弊社｜司法書士法人チェスター]


                                  

                                

                              

                            
	
                              
                                
                                  
                                    売買契約を締結
                                  

                                  
                                    
                                      STEP 2

                                      
                                        [image: ]

                                      

                                      相続した不動産のご売却を株式会社チェスターが担当いたします。

                                    

                                  

                                  
                                    [image: 株式会社チェスター]


                                  

                                

                              

                            
	
                              
                                
                                  
                                    売買代金を受領
                                  

                                  
                                    
                                      STEP 3

                                      
                                        [image: ]

                                      

                                      売買登記を司法書士法人チェスターが担当いたします。

                                    

                                  

                                  
                                    [image: 弊社｜司法書士法人チェスター]


                                  

                                

                              

                            
	
                              
                                
                                  
                                    確定申告
                                  

                                  
                                    
                                      STEP 4

                                      
                                        [image: ]

                                      

                                      不動産売却後の確定申告を税理士法人チェスターが担当いたします。

                                    

                                  

                                  
                                    [image: 税理士法人チェスター]


                                  

                                

                              

                            


                        

                      

                    

                  

                

              

              
                
                  
                    
                      
                        
                          法人概要
                        
                      

                    

                  
                  
                    
                      
                        
                          	法人名	司法書士法人チェスター
	事務所所在地	〒103-0023東京都中央区日本橋本町3-2-11 井門日本橋本町ビル4階
	TEL	03-6869-5162
	FAX	03-6869-5163
	所属団体	東京司法書士会 中央支部
	代表	
                                  福田 雅基（フクダ マサキ）

                                  	司法書士（東京司法書士会所属　登録番号4042号）
	宅地建物取引士（登録番号　東京　第224590号）


                                  [image: 福田 雅基 近影]
                                


                        

                      

                    

                  

                

              

              
                
                  
                    
                      
                        
                          アクセス
                        
                      

                    

                  
                  
                    
                      
                        
                          
                            

                          

                          
                            
                              	●東京メトロ 銀座線・半蔵門線「三越前駅」A10出口より徒歩2分
	●JR「新日本橋駅」3番出口より徒歩2分
	●東京メトロ 日比谷線「小伝馬町駅」3番出口より徒歩6分
	●JR「神田駅」南口より徒歩8分


                              
                            

                          

                        

                      

                    

                  

                

              

              
                
                  
                    
                      
                        
                          求人情報
                        
                      

                    

                  
                  
                    
                      
                        
                          
                            
                              司法書士法人チェスターでは日本トップクラスのクオリティを誇る相続専門グループの一員になってくださる方を募集しております。

                              
                                詳しくはこちら
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                          ダウンロード
                        
                      

                    

                  
                  
                    
                      
                        
                          	
                              
                                
                                  [image: ]

                                  
                                    相続の流れについて
                                  

                                  
                                    相続の流れについてまとめたものです。

                                  

                                  
                                    資料を入手する
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                                    簡易型財産目録
                                  

                                  
                                    相続財産の整理にお使いください。

                                  

                                  
                                    資料を入手する

                                  

                                
                              

                            
	
                              
                                
                                  [image: ]

                                  
                                    簡易型相続関係説明図
                                  

                                  
                                    相続人の確認にお使いください。

                                  

                                  
                                    資料を入手する
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